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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規

則の一部を改正する省令の施行等について（施行通知） 

 

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を

改正する省令（平成 25 年厚生労働省令第 114 号。以下「改正省令」という。）

が本日公布され、平成 25年 10月 14日から施行されるところであるが、その改

正の概要等は下記のとおりであり、貴職におかれては、内容を御了知の上、関

係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

１ 改正省令の概要 

  ロタウイルスによる感染性胃腸炎を、基幹定点（患者を 300 人以上収容す

る施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもので

都道府県知事が指定するもの）による届出対象疾病とする。 

  なお、小児科定点による感染性胃腸炎の届出については、引き続き、経年

比較等の必要があることから、ロタウイルスによるものと他の原因ウイルス

等によるものを区別することなく、感染性胃腸炎としての届出を従前どおり

実施する。 

 

２ 施行期日 

  平成 25年 10月 14日 

 

３ 感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正 

  感染症発生動向調査事業実施要綱（平成 11 年３月 19 日付け健医発第 458

号）について別添新旧対照表のとおり改める。 

  この実施要綱の改正は、平成 25年 10月 14日から施行する。 
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感染症発生動向調査事業実施要綱新旧対照表

新 旧

感染症発生動向調査事業実施要綱 感染症発生動向調査事業実施要綱

第１～ 第３（ 略） 第１～第３（略）

第４ 実施体 制の整備 第４ 実施体制の整備
１ 中央感 染症情報センター １ 中央感染症情報センター

中 央 感 染 症 情 報 セ ン タ ー は 、 都道 府 県 、 保 健 所 を 設 置 す る 中 央 感 染症 情 報 セ ン タ ー は 、 都 道 府 県 、 保健 所 を 設 置 す る
市 及 び 特 別 区 （ 以 下 「 都 道 府 県 等 」 と い う 。） の 本 庁 か ら 報 市 及 び 特 別 区 （ 以 下 「 都 道 府 県 等 」 と い う 。） の 本 庁 か ら 報
告 さ れ た 患 者 情 報 、 疑 似 症 情 報 及び 病 原 体 情 報 を 収 集 、 分 析 告 さ れ た 患者 情 報 、 疑 似 症 情 報 及 び 病 原 体 情報 を 収 集 、 分 析
し 、 そ の 結 果 を 全 国 情 報 と し て 速や か に 都 道 府 県 等 に 提 供 ・ し 、 そ の 結果 を 全 国 情 報 と し て 速 や か に 都 道府 県 等 に 提 供 ・
公 開 す る た め の 中 心 的 役 割 を 果 たす も の と し て 、 国 立 感 染 症 公 開 す る ため の 中 心 的 役 割 を 果 た す も の と して 、 国 立 感 染 症
研 究所感 染症疫学センター内に設置する。 研究所感染症情報センター内に設置する。

２～ ４（略 ） ２～４（略）

第５ 事業の 実施 第５ 事業の実施
１～ ２（略 ） １～２（略）

３ 定点把 握対象の五類感染症 ３ 定点把握対象の五類感染症
（１）（略） （１）（略）

（２ ）定点 の選定 （２）定点の選定
ア 患 者定点（略） ア 患者定点（略）
①～ ④（略） ①～④（略）

⑤ 対 象 感 染 症 の う ち 、 第 ２ の ( 82 )の う ち 病 原 体 が ロ タ ⑤ 対 象 感 染 症 の う ち 、 第 ２ の ( 97)か ら ( 104 )ま で に 掲
ウ イ ル ス で あ る も の 及 び ( 97)か ら ( 104 )ま で に 掲 げ る も げ る も の に つ い て は 、 対 象 患 者 が ほ と んど 入 院 患 者 で あ
のに ついては、対象患者がほとんど入院患者であるため、 る た め 、 患 者 を ３ ０ ０ 人 以 上 収 容 す る 施設 を 有 す る 病 院
患 者 を ３ ０ ０ 人 以 上 収 容 す る施 設 を 有 す る 病 院 で あ っ て で あ っ て 内 科 及 び 外 科 を 標 榜 す る 病 院 （小 児 科 医 療 と 内
内 科 及 び 外 科 を 標 榜 す る 病 院（ 小 児 科 医 療 と 内 科 医 療 を 科 医 療 を 提 供 し て い る も の ） を ２ 次 医 療圏 域 毎 に １ カ 所
提 供 し て い る も の ） を ２ 次 医療 圏 域 毎 に １ カ 所 以 上 、 基 以上、基幹定点として指定すること。
幹定 点として指定すること。

イ 病 原体定点（略） イ 病原体定点（略）
①～ ④（略） ①～④（略）

別添
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⑤ ア の ⑤ に よ り 選 定 さ れ た患 者 定 点 は 、 全 て 基 幹 病 原 ⑤ ア の ⑤ に よ り 選 定 さ れ た 患 者 定 点 は、 全 て 基 幹 病 原
体 定 点 と し て 、 第 ２ の ( 82)の う ち 病 原 体 が ロ タ ウ イ ル ス 体 定 点 と し て 、 第 ２ の ( 98)及 び ( 101 )を 対 象 感 染 症 と す
であ るもの、 ( 98)及 び (101 )を 対 象 感染 症 とす ること 。 ること。

（３ ）～（ ４）（略） （３）～（４）（略）

４～ ６（略 ） ４～６（略）

第６（ 略） 第６（略）

第７ 実施時 期 第７ 実施時期
この 実 施 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １日 か ら 施 行 す る 。 た だし 、 病 こ の 実 施 要綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 する 。 た だ し、 病
原体 情 報 及 び 病 原 体 定 点 に 関 す る 項目 に つ い て は 、 各 都 道府 県 等 原 体 情 報 及び 病 原 体 定 点 に 関 す る 項 目 に つ いて は、 各 都 道 府県 等
におい て実施 可能となり次第、実施することとして差し支えない。において実施可能となり次第、実施することとして差し支えない。
この実 施要綱 の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成１５年１１月５日から施行する。この実施要綱の一部改正は、平成１５年１１月５日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成１８年４月１日から施行する。 この実施要綱の一部改正は、平成１８年４月１日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成１８年６月１２日から施行する。この実施要綱の一部改正は、平成１８年６月１２日から施行する。
この 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １８ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 か ら施 行 す こ の 実 施 要綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ８ 年 １ １月 ２２ 日 か ら 施行 す
る。 る。
この実 施要綱 の一部改正は、平成２０年１月１日から施行する。 この実施要綱の一部改正は、平成２０年１月１日から施行する。
この 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。 こ の 実 施 要綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月１ 日か ら 施 行 する 。
この実 施要綱 の一部改正は、平成２０年５月１２日から施行する。この実施要綱の一部改正は、平成２０年５月１２日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成２３年２月１日から施行する。 この実施要綱の一部改正は、平成２３年２月１日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成２３年９月５日から施行する。 この実施要綱の一部改正は、平成２３年９月５日から施行する。
ただ し 、 第 ５ の ３ の （ ２ ） の ② の 指定 に つ い て は 、 平 成 ２３ 年 ７ た だ し 、 第５ の ３ の （ ２ ） の ② の 指 定 に つ いて は、 平 成 ２ ３年 ７
月２９ 日から 施行する。 月２９日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成２５年３月４日から施行する。 この実施要綱の一部改正は、平成２５年３月４日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成２５年４月１日から施行する。 この実施要綱の一部改正は、平成２５年４月１日から施行する。
この実 施要綱 の一部改正は、平成２５年５月６日から施行する。 この実施要綱の一部改正は、平成２５年５月６日から施行する。
この 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２５ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 か ら施 行 す
る。




